
最高裁秘書第1656号

令和2年7月20日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和2年4月14日付け（同月17日受付，第020083号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和2年4月23日付け広島高裁総第329号｢令和2年度裁判官の配置等に

ついて（平成6年7月22日付け総一第182号に基づく報告） 」 （片面で10

枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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広島高裁総第329号
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令和2年4月23日

’

最高裁判所事務総局総務局長殿

L

匡広島高等裁判所長官大‘門

il
一

－ ~ 令和2年度裁判官の配置等について “

、 （平成6年7月22日付け総一第182号に基づく報告)
” ： ． 、

： ， ，

当庁における標記の定め(4月15日現在)は，別添のとおりです。
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令和2年度裁判官の配置，裁判事務の分配，代理順序及び開廷日割

令和元年1 2月6日

改正令和元年12月24日

改正令和2年1月1 7日

改正令和2年1月1 7日

改正令和2年3月9日

改正令和2年3月9 日

改正令和2年4月9日

広島高等裁判所

部の構成及び裁判官の配置第1

本庁に第1部，第2部，第3部，第4部及び特別部を， 岡山支部に第1部及び

第2部を置き，裁判官を別表の1のとおり配置する。

第2裁判事務の分配

1 本 庁

広島高等裁判所の権限に属する事件は，岡山支部及び松江支部において取り

扱うものを除き，次のとおり本庁の各部において取り扱う。

（1） 民事上告事件，民事及び行政の控訴事件及び抗告事件（家事の抗告事件を

含む。以下同じ。 ） ，民事事件及び行政事件についてした法廷等の秩序維持

に関する法律違反事件の裁判に対する抗告事件その他の民事及び行政に関す

る事件（差戻事件を含む。 ）は，別に定めるものを除き，事件の種別ごとに

（民事控訴事件については，労働関係事件，医療関係事件及びその他の通常

事件に区分し，更に， 区分ごとの民事控訴事件及び行政控訴事件のそれぞれ

につき，記録冊数4冊未満の'ものと，記録冊数4冊以上10冊未満のもの

と，記録冊数10冊以上のものとに区分する。また，抗告事件については，
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配偶者暴力等に関する保護命令事件及びその他の事件に区分する。 ）受付順

に，第2部，第3部，第4部の順序に分配する。ただし，民事及び行政の控

訴事件及び抗告事件のうち記録冊数20冊以上のものについては，事件の種

別に関係なく，受付順に第2部，第3部，第4部の順序に分配する。

なお，地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟について

損害賠償若しくは不当利得返還の請求を命ずる判決又は賠償の命令を命ずる

判決が確定した場合における同法第242条の3第2項又は第243条の2

の2第5項の規定による訴訟の控訴事件及びこれらの規定による訴訟を本案

とする仮差押え又は仮処分の抗告事件については，前記判決を言い渡した部

に分配する。

(2) 刑事の控訴事件及び抗告事件（少年の抗告事件を含む。以下同じ。 ） ，刑

事事件についてした法廷等の秩序維持に関する法律違反の裁判に対する抗告

事件，抗告受理申立事件，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の

医療及び観察等に関する法律の裁判に対する抗告事件その他の刑事に関する

事件（差戻事件を含む。 ）は，別に定めるものを除き，第1部に分配する。

(3) 裁判所法第16条第4号の事件及び裁判官分限法第3条第1項の事件は，

特別部に分配する。

(4) 民事及び行政の再審事件並びに上告提起，上告受理申立，特別上告提起，

特別抗告提起及び許可抗告申立の各事件は，原裁判をした部に分配する。

(5) 民事及び行政に関する雑事件で本案事件に付随するものは，本案事件が係

属する部又は終局した部に分配する。

(6) (1)のうち受付順に分配する事件について，分配を受けるべき部に除斥原因

のある裁判官（差戻事件の場合における原裁判をした裁判官を含む。 ）がい

るときは，その事件は,次の受付順に当たる他の部に分配する。

この場合には，後者が直近に分配を受けるべき事件（事件の種別及び記録

冊数による区分を同じくするもの。 ）を前者に分配する。
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(7) (1)のうち受付順に分配された事件について，分配を受けた部の裁判官に除

斥原因が生じ，又は発見されたためその部において取り扱うことが相当でな

いと認められるときは，第2部から第4部までの協議により， これを他の部

（第2部から第4部までに限る。 ）に移すことができる。

事件を移した場合には， (6)の後段の例による。

（8） 関連する事件が異なる部に分配されたときは， 関係各部の協議により，先

に受理された事件の係属する部に事件を移すことができる。ただし， 関係各

部の協議により， これと異なる取扱いをすることを妨げない。

事件を移した場合には， (6)の後段の例による。

2 岡山支部

広島高等裁判所の権限に属する事件（裁判所法第16条第3号及び第4号の

事件，裁判官分限法第3条第1項の事件，民事に関する再抗告事件並びに差戻

事件を除く。 ）のうち， 岡山地方裁判所及び岡山家庭裁判所の管轄区域内の事

件を，次のとおり取り扱う。

(1) 民事（労働関係事件を除くその他の通常事件）の控訴事件は，受付順に，

第2部，第1部の順序に65， 35の割合で分配する。ただし，記録冊数2

o冊以上のもの及び地方自治法第242条の3第2項の規定による訴訟の控

訴事件については，第2部に分配する。

民事（労働関係事件）及び行政の控訴事件，民事及び行政の抗告事件，民

事事件及び行政事件についてした法廷等の秩序維持に関する法律違反事件の

裁判に対する抗告事件その他の民事及び行政に関する事件は，第2部に分配

する。

（2） 刑事の控訴事件及び抗告事件，刑事事件についてした法廷等の秩序維持に

関する法律違反の裁判に対する抗告事件，抗告受理申立事件，心神喪失等の

状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の裁判に対

する抗告事件その他の刑事に関する事件は，第1部に分配する。
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（3） 1の(4)から(8)までの規定は， 岡山支部について準用する。

3 松江支部

広島高等裁判所の権限に属する事件（岡山支部の場合と同じ。 ）のうち，鳥

取地方裁判所及び烏取家庭裁判所並びに松江地方裁判所及び松江家庭裁判所の

管轄区域内の事件を取り扱う。

4 その他

(1) 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件で，審判その他の手続をした部又

は裁判官において自ら裁判をしない場合には，請求により，他の部（本庁第

1部については同第4部， 同第2部については同第3部， 同第3部について

は同第2部， 同第4部については同第1部，松江支部については本庁の部と

する。以下の(2)， (3)についても同じ。 ）に分配する。

(2) 法廷等の秩序維持に関する法律第5条第4項の異議申立事件は，原裁判を

した部又は裁判官において異議を相当とする場合のほかは，他の部に分配す

る。

(3) 裁判官又は裁判所書記官に対する除斥及び忌避の申立事件は，他の部に分

配する。ただし，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び

観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則第8条第4項による除

斥の申立事件は，本庁及び岡山支部については，それぞれ第1部に分配す

る。

(4) 刑事訴訟法第428条第2項の異議申立事件は，原裁判をした部又は裁判

官において異議を相当とする場合のほかは，他の部（本庁については，第2

部，第3部，第4部の順序，松江支部については，本庁第1部とする。 ）に

分配する。

控訴棄却の決定に対する異議申立事件について，分配を受けた部が異議を

相当とする決定をした場合は， その部において本案事件を取り扱う。

(5) 1の(7)の場合（2の(3)において準用する場合を含む。 ）を除き，分配され
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た事件をその部において取り扱うことが相当でなく，かつ，第3により代理

することも相当でないと認められるときは，常置委員会の議により， これを

他の部に移すことができる。

分配された事件を本庁又は支部において取り扱うことが相当でないと認め

られるとき （管轄区域上明らかに回付が相当と認められる場合を除く。 ）

も， これに準ずる。

本庁各部相互間において事件を移した場合には， 1の(6)の後段の例によ

る。

（6） (4)の後段により本案事件の分配を受けたときは，その事件1件につき民事

に関する控訴事件（記録冊数4冊未満のもの。 ） 1件の割合で事件の分配を

減ずる。

5 未済事件の処理

本庁及び岡山支部の各部並びに松江支部の各未済事件は， 当該部又は支部に

おいて処理する。

第3 裁判事務の代理順序

1 本 庁

(1) 裁判長である裁判官に差し支えがあるときは，その部の他の裁判官（判事

補を除く。 ） ，次の順序による他の部の裁判長でない裁判官（判事補を除

く。）の順に，別表の1の(1)の順序により代理する。

(2) 特別部以外の各部の裁判官に差し支えがあって合議体を構成できないとき

は，他の部の裁判長でない裁半|｣官が(1)の表の順序により代理する。

5

差し支え部 代理部及び順序

第 1 部 第4部 ， 第2部 ， 第3部

第 2 部 第3部，第4部，第1部

第 3 部 第4部，第2部，第1部

第 4 部 第2部，第3部，第1部



（3） 一の部の裁判官全員に差し支えがあるときは，他の部が, (1)の表の順序に

より代理する。

2 岡山支部

(1) 裁判長である裁判官に差し支えがあるときは，その部の他の裁判官（判事

補を除く。 ） ，他の部の裁判官（判事補を除く。 ）の順に，別表の1の(2)の

順序により代理する。

（2） 各部の裁判官に差し支えがあって合議体を構成できないときは，他の部の

裁判官で，支部長の指名するものが代理する。

（3） 一の部の裁判官全員に差し支えがあるときは，他の部が代理する。

（4） 代理すべき他の部の裁判官全員に差し支えがあるときは，本庁の裁判長で

ない裁判官で，長官の指名するものが代理する。

S 松江支部

(1) 裁判長である裁判官に差し支えがあるときは， 同支部の裁判官（判事補を

除く。 ）が別表の1の(3)の順序により代理する。

（2） 同支部の裁判官に差し支えがあって合議体を構成できないときは，本庁の

裁判長でない裁判官で，長官の指名するものが代理する。

4 開廷日割第4

別表の2のとおりとする。ただし，必要に応じ他の曜日に開廷することができ

る。

第5 司法行政事務の代理順序

1 長官に差し支えがあるときは，次の順序により代理する。 ．

判 事 多和田 隆 史

判 事 三 木 昌 之

判 事 西 井 和 徒

判 事 横 溝 邦 彦

2本庁及び岡山支部の部の事務を総括する裁判官に差し支えがあるときは，そ
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の部の裁判官が別表の1に掲げる順序により代理する。

S 岡山支部長に差し支えがあるときは，次の順序により代理する。

判 事 塩 田 直 也

判 事 秋 信 治 也

4松江支部長に差し支えがあるときは，次の順序により代理する。
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判 事

附則（令和元年12月6日）

この定めは，令和2年1月1日から施行する。

附則（令和元年12月24日）

この定めは，令和2年1月6日から施行する。

附貝|」 （令和2年1月17日）

この定めは，令和2年1月25日から施行する。

附則（令和2年1月17日）

この定めは，令和2年1月28日から施行する。

附則（令和2年3月9日）

この定めは，令和2年3月10日から施行する。

附則（令和2年3月9日）

この定めは，令和2年4月1日から施行する。

附則（令和2年4月9日）

この定めは，令和2年4月11日から施行する。
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(別表）

1 裁判官の配置

(1) 本 庁

事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

多和田 隆史

桃子

裕亮

昌之

義行

第1部 裁判長 １
１
．
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

半
半
半
半
半
半
半
半
半
半
半
半
半

水落

廣瀬

三木

高島

光岡

冨田

西井

絹川

澤井

横溝

鈴木

沖本

第2部 裁判長

士
心

弘
美
和
泰
真
邦
雄
尚

奈
徒
毅

第3部 裁判長

一

第4部 裁判長 彦
輔
紀

特別部 高等裁判所長官裁判長

大門

多和田

三木

西井

横溝

絹川

匡
史判事

判事

隆

日
日 之

判事 徒
彦
毅

和
邦
泰

判事

判事

(2) 岡山支部

第1部裁判長 判事

判事

橋本

秋信

一

治 也
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庸
直
治
康
健

判事

判事

判事（兼）

判事

判事

勝
田
信
本
邉

史
也
也
浩
司

川
塩
秋
榎
渡

第2部裁判長

(3) 松江支部

裁判長 判事

判事（代行）

判事（代行）

判事

判事

金
畑

直
泰
恭

史
成
子
治
訓

子
口
島
野
嶋

一
一
一

光
福

折
ロ

一

2 開廷日割

(1) 本 庁

第 1 部

第 2 部

第 3 部

第4 部

特別部

岡山支部

第 1 部

第 2 部

松江支部

，
，
，
，

火
水
火
火

金７

木
金
水
木
時

，
，
，
９

月
火
月
月
随

(2)

金
金
金

水
木
水

月
火
月(3)
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